
配置技術者

主任技術者 請負金額に関係なく必ず現場に配置しなければならない。

（一般、特定） 一般建設業の専任技術者になる要件がある人（各種資格、実務経験等）

監理技術者 特定建設業者が元請受注した工事について

（特定のみ） 下請業者に、税込み3000万円以上（建築一式は税込み4500万円以上）発注する場合

必ず配置しなければならない。

(もともと一般建設業者が元請受注した場合、このような多額の下請発注はできない）

特定建設業の専任技術者になる要件がある人（各種資格、指導的監督実務経験等）

技術者の現場かけ持ちができない工事

税込み2500万円以上（建築一式は税込み5000万円以上）の公共性のある工事

工期が終了するまで他の現場とかけ持ち配置することができない。

元請工事に限りません。下請であっても専任の主任技術者または監理技術者が必要です。

公共性のある工事とは ・国、地方公共団体発注の工作物

・鉄道、索道、道路、上下水道などの公共性のある施設

・電気事業用施設、ガス事業用施設

・学校、図書館、寺院、工場、病院、デパート、事務所、ホテル、共同住宅など
　公衆または多数の人間が利用する施設

→したがって個人住宅の工事以外ほとんどのものが該当

わかりやすいマニュアルが発行されていましたのでまずこれをご覧下さい。
↓　　　↓　　　↓

中国地方整備局　「建設業法に基づく適正な施工体制についてＱ＆Ａ」
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これでも解決しない場合、さらに詳しい情報がほしい方は、Yahoo等で「配置技術者」で検索してください。


